
 平成 21 年 9 月（10 月納付分）からの健康保険料と厚生年金保険料について 

給与計算システムをご利用のユーザー様へのお知らせになります。 
 
 
☆平成 21 年 9 月分（10 月納付分）からの健康保険料について 
 
健康保険（政府管掌健康保険）は、社会保険庁の運営から平成 20 年 10 月 1 日に全国健康保険協

会（協会けんぽ）の運営に変わりました。 
 
協会けんぽの健康保険の保険料は、現在全国一律の保険料率（8.2%）ですが、平成 21 年 9 月ま

でに都道府県毎の保険料率に移行しました。 
 
都道府県毎の保険料率は、9 月分の保険料（一般の被保険者については 10 月納付分）からとなり

ます。 
 
都道府県毎の保険料率は下記のサイトでご確認ください。 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html 
 
または 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html 
 
 
全国健康保険協会（協会けんぽ）のサイトから、お住まいの都道府県ごとの健康保険の保険料率

を確認してください。 
 
この例では東京都の計算をしています。 
お手数ですが全額から折半額の計算をお願いいたします。 
 
健康保険料 介護保険なし 全額  8.18% 折半額 4.09% 
健康保険料 介護保険あり 全額  9.37% 折半額 4.685% 
 
 
 
☆平成 21 年 9 月分（10 月納付分）からの厚生年金保険料について 
 
厚生年金保険の保険料率が、平成 21 年 9 月分（同年 10 月納付分）から、0.354％（坑内員・船

員は 0.248％）引き上げられました。 
 
改定された厚生年金保険の保険料率は「平成 21 年 9 月分（同年 10 月納付分）から平成 22 年 8
月分（同年 9 月納付分）まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 
 
厚生年金保険料については全国一律の保険料率になります。 
 
厚生年金保険料 一般   全額 15.704% 折半額 7.852% 
 
「平成 21 年 9 月分(10 月納付分)からの厚生年金保険料の保険料額表」は下記のサイトでご確認

ください。 
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☆システムの修正手順☆ 
 
お手数ですが、以下の手順で給与に適用する割合を変更して下さい。 
 
１ 「開始」メニューの「給与の支払者データ登録」を選択します。 
 

 
 
２ 「健康保険・厚生年金」タブに移動して保険料率を変更します。 
３ 「介護保険に該当しない」の保険料率の「0.04100」を「0.04090」に変更して下さい。 
４ 「介護保険に該当する」の保険料率の「0.04695」を「0.04685」に変更して下さい。 
５ 「厚生年金保険料率」の保険料率の「0.07675」を「0.07852」に変更して下さい。 

 
※ 東京都の変更例ですのでご注意ください。 
 

 
 
６ 「編集」メニューから「従業員・社会保険」をクリックします。 
 

 



 
７ 「計算実行」ボタンをクリックしての個人負担分の保険料を変更します。 
 

 
 
 
 
＜ご注意＞ 
標準報酬月額を入力していないと、健康保険料と厚生年金保険料の再計算はされません。 
 
「計算実行」ボタンから役員と従業員の方の健康保険料と厚生年金保険料を変更した場合には、 
「全国健康保険協会（協会けんぽ）の被保険者の方の保険料額」平成 21 年 9 月分(10 月納付分) 
「平成 21 年 9 月分(10 月納付分)からの厚生年金保険料の保険料額表」で確認して下さい。 
 


